
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２門第１３５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年８月１９日 ０４時１５分ごろ 

発生場所 鹿児島県南さつま市坊
ぼう

ノ岬南西方沖 

坊ノ岬灯台から真方位２１４°１１.１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３１°０５.７′ 東経１３０°０５.６′） 

事故等調査の経過  平成２４年１０月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  油送船 A C S
エイシーエス

 BRAVE
ブ レ イ ヴ

（シンガポール共和国籍）、５６,１７２ト

ン 

９２５７０１０（ＩＭＯ番号）、ACS SHIPPING PTE LTD.（船舶

所有者）、INTERORIENT MARINE SERVICES（船舶管理会社）      

Ｂ 漁船 錦
にしき

丸、１４.７７トン 

ＫＧ２－８１（漁船登録番号）、個人所有   

 乗組員等に関する情報 Ａ  航海士Ａ（ラトビア共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（タンカーを除く）（ラトビア共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ  左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ  船首部が大破 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａほか１７人が乗り組み、山口県岩国市岩

国港に向けて坊ノ岬南西方沖を１１１～１１２°（真方位、以下同

じ。）の針路、１２.６～１２.７ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で自動操舵によって航行した。 

 航海士Ａは、甲板手を見張りに当たらせて船橋当直を行っていたと

ころ、平成２４年８月１９日０４時０８分ごろ、左舷船首方に南西進

するＢ船のマスト灯及び右舷灯を認め、レーダーによる監視を行っ

た。 

 航海士Ａは、Ｂ船がＡ船を避けるものと思い、針路及び速力を保持

して航行を続けたが、Ｂ船が針路及び速力を変えずに接近したことか

ら、衝突の危険を感じ、甲板手に右舵を取るように命じたものの、０

４時１５分ごろ、１１４°の針路、１２.６knの速力により、Ａ船の

左舷側船尾部とＢ船の船首部が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、坊ノ岬南西方沖の漁場で底び

き網漁を行うために約８.０～８.５knの速力で自動操舵によって南西



 

進した。 

 船長Ｂは、操舵室内の椅子に腰を掛けて６Ｍレンジに設定したレー

ダーの監視を行っていたところ、右舷船首方約６Ｍに南東進するＡ船

の映像を認めた。 

 船長Ｂは、Ｂ船及びＡ船が、針路及び速力を保持して航行を続ける

と衝突するかもしれないと思ったが、急に雨雲が接近して雨が降って

きたので、操舵室の窓を閉め切り、雨雲が通り過ぎるのを待ち、雨雲

が通り過ぎた後も操舵室の窓を閉め切った状態としていたところ、Ａ

船の存在を忘れて南西進を続け、Ｂ船はＡ船と衝突した。 

 Ａ船は、海上保安庁に事故の通報を行った後、岩国港に入港し、Ｂ

船は、海上保安庁から連絡を受け、本事故発生場所付近で巡視艇の到

着を待った。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力  ２、視界  良好 

海象：海上  平穏、潮汐  上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

  Ａ船の主な積地は、ロシア連邦のコズミノ港であり、主な揚げ地は

岩国港であった。 

Ａ船は、３Ｍレンジとしたレーダーをノースアップで使用してい

た。 

航海士Ａは、汽笛を鳴らさなかった。 

船長Ｂは、レーダーで他船が２Ｍ以内に接近した場合、警報音が鳴

るようにガードリングの設定を行っていたが、雨雲の接近時、同設定

を解除し、雨雲が通過した後も再設定を行わなかった。 

船長Ｂは、雨雲が通過した後は、レーダー及び目視による見張りを

行っていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船は、坊ノ岬南西方沖を南東進中、航海士Ａが、左舷船首方から

接近するＢ船に注意を向けていたものの、Ｂ船がＡ船を避けるものと

思い、針路及び速力を保持して航行したことから、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、坊ノ岬南西方沖を南西進中、船長Ｂが、Ａ船の存在を失念

し、見張りを行っていなかったことから、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、坊ノ岬南西方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船

が南西進中、航海士Ａが、Ｂ船がＡ船を避けるものと思い、針路及び

速力を保持して航行し、また、船長Ｂが、Ａ船の存在を失念し、見張

りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したもの



 

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・保持船であっても針路を変えずに接近する避航船を認めた場合

は、早期に警告信号又は注意喚起信号を行い、衝突を避けるため

の最善の協力動作をとること。 

・当直者は、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

(°) 

対地速力 

(kn) 

04:03:32 31-06-40.7 130-02-59.8 114 111 12.6 

04:04:12 31-06-37.7 130-03-09.0 115 111 12.6 

04:05:12 31-06-33.0 130-03-22.7 115 111 12.6 

04:06:12 31-06-28.1 130-03-36.4 116 112 12.6 

04:07:22 31-06-22.1 130-03-52.6 115 112 12.6 

04:08:01 31-06-18.9 130-04-01.7 114 112 12.6 

04:09:12 31-06-13.7 130-04-17.0 115 111 12.6 

04:10:00 31-06-09.6 130-04-28.9 116 112 12.7 

04:11:01 31-06-04.6 130-04-42.5 116 112 12.6 

04:12:00 31-05-59.7 130-04-56.2 116 112 12.6 

04:13:01 31-05-54.7 130-05-09.8 117 113 12.6 

04:14:10 31-05-48.5 130-05-25.2 116 114 12.6 

04:15:01 31-05-44.1 130-05-36.7 116 114 12.6 

 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 


